
適切な粒径のカットポイントの検証 

 

 

 粒子状物質は、形状や粒径も多様であり、また発生起源によって異なる成分を含みうる

ことから、化学的、物理的性質が異なる。粒子状物質の持つこれらの多様な性質が、呼吸

を通じて吸入する粒子の気道内の沈着場所および除去の経路を決定することになる。 

これまで、世界各国において行われた粒子状物質の環境基準の設定や、多くの研究者に

よる粒子状物質の健康影響に関する研究において、様々な性質を有する粒子状物質を定義

するにあたり、空気力学的直径によりカットポイントを設定して基準や研究の対象となる

粒径範囲を特定してきた。これは、粒子状物質の大気中の挙動や気道内に吸入した後の体

内の挙動から、粒子の粒径がヒトへの健康影響に関して重要な要素となるためである。 

 今般、微小粒子状物質の健康影響評価の作業を行うにあたって、粒子状物質の特性、曝

露評価、生体内沈着及び体内動態、毒性学研究や疫学研究に関する知見の整理を行ってき

たが、これらの知見を踏まえ、（１）粒子の物理的・化学的要素、（２）曝露データ、（３）

吸入粒子の生体内挙動、（４）科学的知見の蓄積等実態面からの検討材料を提供し、微小粒

子や粗大粒子に関する粒径の適切なカットポイントを検証する。 

 

（１）物理的・化学的要素からの検討 

 

○ 環境大気中に存在する粒子は広い粒径範囲に分布するが、重量（体積）濃度分布では、

粒子径が１μm付近に谷を持つ二山型を示し、この山のうち粒径の大きい方が粗大粒子、

小さい方が微小粒子に相当する。 

 

○ 粒子は、その粒径から核形成モード、蓄積モード、粗大粒子モードに分類されるが、

核形成モードの粒子は、凝集により速やかに蓄積モードの粒子に移行するが、0.1～1.0

μm の大きさとなった蓄積モード粒子は粗大粒子にはほとんど成長しない。 

その一方、相対湿度の高い状態下では、吸湿性の蓄積モード粒子は、微小粒子と粗大

粒子が重複するサイズ（1μm～3μm）、場合によってはそれより大きい粒子に成長する。 

 

○ 粗大粒子は地殻物質および有機堆積物などの機械的な破砕や磨耗等により微細化して

発生するが、微小粒子は燃焼に伴う元素状炭素や有機化合物等ならびにガス状物質から

の光化学反応による硫酸塩、硝酸塩、有機化合物等の粒子として存在しており、主な発

生源は人為由来である。 

 

○ 超微小粒子や粗大粒子の大気中での半減期は数分から数時間であるのに対し、蓄積モ

ード粒子は数日から数週間に亘り大気中に存在することから、空間的により均一に存在

し、環境や人の健康には蓄積モード粒子が大きく関与することになる。 

 

 



（２）曝露データからの検討 

 

１）大気環境濃度 
○ 国内の粒子状物質の大気環境濃度について、1999 年以降、SPM 濃度は、明瞭に低減傾

向にあり、PM2.5 濃度は、微小粒子状物質曝露影響調査の測定結果から、自動車排ガス測

定局で減少割合が大きい傾向がみられる。この背景には、自動車の排ガス規制等の施策

によって、人為発生源起因の粒子が削減されたことによるもの。 

 

○ 粒子状物質の成分に関して、自動車排出ガス測定局では元素状炭素の占める割合が最

も多い。一般環境大気測定局のうち都市部と非都市部を比較すると、都市部では硝酸イ

オンの占める割合が多く、非都市部では硫酸イオンの占める割合が多い。 

 

○ 粒子状物質の粒径分布に関して、自動車排出ガス測定局では微小粒子側の粒径の濃度

が一般局に比べやや高い。一般環境大気測定局では微小粒子、粗大粒子ともに都市部の

方で濃度が高く、特に微小粒子でその差は明瞭である。 

 

○ 近年の粒子状物質の成分や粒径分布のデータからみて、微小粒子は粗大粒子と比較し

て人為発生源の寄与率が高く、大気環境保全の施策実施による効果が現れやすい。 

 

○ 春季には黄砂が観測されるため、他の季節に比べＳＰＭ及び PM2.5濃度が高くなること

がある。ただし、黄砂のピーク粒径は 4μｍ程度であるため、ＳＰＭに比べ、PM2.5 に対

する影響はかなり小さい。 

 

２）個人曝露 

 

○ 大気中の粒子状物質濃度と個人への粒子状物質の曝露の相関を明らかにするためには、

１）環境大気濃度と家屋近傍の居住空間に近い大気濃度との関係、２）居住空間に近い

大気濃度と家屋内の濃度との関係を観察する必要がある。 

 

○ 一定の地域内において、PM2.5 の一般環境測定局の測定結果と地域内の家屋の屋外濃度

は大きな差が無い結果が示されている。また、屋内濃度と個人曝露量との間に強い相関

があり、屋内濃度の方が屋外濃度よりやや低いか同じレベルである。 

 

○ 粒子状物質の個人曝露は、屋外の一般環境から曝露されるほか、外気から屋内に侵入

した粒子状物質、屋内で発生する粒子状物質等の非大気環境からの曝露も含まれる。 

 

○ 屋内への粒子状物質の侵入は空気交換率に依存するものの、屋外環境の粒子は、0.1

から 0.5µm の粒径の粒子の侵入率は他の粒径の大きさの粒子よりも高く、PM2.5に該当す

る微小粒子は、粗大粒子に比べ屋内に侵入しやすく、屋外濃度との差が小さい。 



○ 微小粒子のうち蓄積モード粒子については、粗大粒子や超微小粒子と比較して地域全

体に均一に分布し、屋外から屋内への侵入率も高く屋外濃度との差が小さいことから、

PM10以上に個人曝露濃度との相関が強い PM2.5の環境濃度は、粒子状物質の著しい屋内発

生源がない場合には個人曝露濃度の代替指標となりうる。 

 

（３）吸入粒子の生体内挙動からの検討 

 

○ 粒子状物質の気道内の沈着パターンは複雑である。すなわち、胸郭外領域、気管気管

支領域および肺胞領域における超微粒子、蓄積モード、および粗大粒子の沈着は、それ

ぞれ、活動量や呼吸量の増加、および口・鼻呼吸によって複雑な変化を示す。 

 

○ 沈着率の傾向として、胸郭外領域では 0.01～1µm(鼻呼吸)および 3µm(口呼吸)までの粒

子は沈着率が低い。気管支領域では 0.05～2µm(口呼吸)、10µm（鼻呼吸）までの粒子の

沈着率が低い。肺胞領域では 0.1～1µm、超微粒子の下端、粗大粒子の上端モードでの沈

着率が低い。 

 

○ 微小粒子全般に関しては、粒径の大きさや呼吸器の部位によって沈着の挙動が異なる

ことから、沈着率の観点から粒子サイズ域を明確に区別するカットポイントをみつける

のは容易ではない。 

 

○ 0.1～1μm の蓄積モード粒子は肺内に沈着しにくいものの、一部の粒子は肺の中で保

持されている時に次第に沈着されるものもあり、呼吸器内の湿度の影響を受けて膨潤化

して沈着するものもある。吸湿性が気道内粒子沈着パターンに影響をおよぼすものもあ

る。 

 

○ 一方、粗大粒子に関してその粒径分布に応じた粒子の沈着率を見ると、10μｍを超過す

る粒子に関しては多くが胸郭外領域で捕捉され、気管気管支領域や肺胞領域の沈着率が

低いことから、粗大粒子の上端が 10μｍとする従前の知見に変更はない。 

 

（４）実態面からの検討 

 

○ 粒子状物質のヒトへの健康影響を調査するため、毒性学や疫学に関する膨大な研究が

行われている。これらの文献レビュー結果から、粒子状物質を粒径で分画して微小粒子

の影響を見る研究は、カットポイントを 2.5μm とする研究が大半であった。 

 

○ この理由は、米国において、微小粒子状物質による健康影響に関する研究が先導的に

実施されており、1970 年代に当時の新式の 2 分級サンプラーでは 2.5μm のカットポイ

ントが選択され、微小粒子として測定されてきたことが発端になっている。 

 



○ 米国において、1997 年に PM2.5の大気環境基準が設定されて以降、PM2.5の測定法が設定

され、測定データがさらに蓄積されることによって PM2.5を微小粒子のカットポイントと

する考えがさらに一般化され、米国以外の国の研究機関や研究者が行う研究にも影響を

与えたと推察される。 

 

○ 粒子状物質を粒径で分画して粗大粒子の影響を見る研究は、近年、米国を中心に 

PM2.5-10の研究が行われているが、知見の蓄積に関しては、粒子全体の影響を見るものと

して、欧米ではPM10、国内ではSPMを対象にカットポイントを10μmとする研究が大半であ

った。 

 

（参考）日米における粒子状物質のカットポイントについて 

 

○ 我が国では、SPMの環境基準を1973年に設定したが、浮遊粒子状物質の指標に関して、

粒径に着目し、粒径10μm以下の粒子を対象としている。 

この理由は、以下に示す当時の医学的な知見に基づくものである。 

(1)10μm以下の粒子は、沈降速度が小さく、大気中に比較的長期間滞留する。 

(2)10μmを超える粒子状物質は鼻腔および咽喉頭でほとんど捕捉されるが、10μmから

5μmの粒子は90％が気道及び肺胞に沈着し、呼吸器に影響を与える。 

(3)２～４μmの間の粒子状物質の肺胞沈着率は最大である等の当時の医学的な知見に

基づいているものである。 

  なお、粒径が10μm以上の粒子が100％カットされる粒径の粒子を評価の対象としてお

り、米国のPM10は10μmの粒子が50％カットされる粒径の粒子を評価の対象としていて異

なる。SPMをPM10と同じ基準で表した場合はPM6.5～PM7程度である。 

 

○ 米国では、1997年に、空気力学的直径で10μm以下の粒子状物質（PM10）に加えて2.5μm

以下の粒子状物質（PM2.5）に関する基準も追加している。これは、粒径が2.5μm 以下の

粒子に関する健康影響の知見の存在や微小粒子や粗大粒子の発生源の相違、体内の挙動

の相違によるものである。 

その後、2006年に粒子状物質の健康影響に関する科学的知見のさらなる蓄積を踏まえ、

PM2.5の環境基準が一部見直しされたが、その際に、クライテリアドキュメントによると、

微小粒子のカットポイントを 1μmとする案も検討されたが、以下の各地域の粒子の分布

の点検結果から、微小粒子をより完全に捕集する必要があることからカットポイントを

2.5μm とすることを妥当とした。 

(1)ロサンゼルスにおいて、相対湿度が高い条件下において、微小粒子が成長して粒径

の上端が 2.5μm を超えるものが発生すること。 

(2)フェニックスにおいて、粗大粒子の粒径の下端が 1μm未満になるものが見られた。 


